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１ 業務概要 

 

（１）業務名称等 

■ 業 務 名 ： 田辺市景観まちづくり刷新支援事業  事後評価業務 

■ 工  期 ： 令和 7年 8月 19日 ～ 令和 8年 3月 20日 

■ 委 託 者 ： 田辺市建設部都市計画課 

■ 受 託 者 ： 株式会社ウエスコ関西支社和歌山営業所 

       〒640-8044 和歌山県和歌山市板屋町 22 

〔TEL：073-402-5644〕〔FAX：073-427-2170〕 

 

（２）業務目的 

本業務は田辺市景観まちづくり刷新支援事業において実施された、各種事業効果の発

現状況や事業実施による環境の変化、社会情勢の変化等について分析し、費用対効果につ

いて改めて検証し、事後評価を行うことを目的とする。 

 

（３）関連法令及び主な準拠法令・基準等 

◼ 景観法（同施行法、同施行令、同施行規則） 

◼ 景観法運用指針 

◼ 屋外広告法 

◼ その他関係法令、規則、通達及び通知 

◼ 和歌山県景観計画 

◼ 和歌山県景観計画ガイドライン 

◼ 景観まちづくり刷新支援事業  事後評価実施要領細目 

◼ 景観まちづくり刷新支援事業 事後評価項目・内容 

◼ 景観まちづくり刷新支援事業費用便益分析マニュアル 
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（４）計画対象 

田辺市景観まちづくり刷新支援事業実施箇所及び田辺市中心市街地 
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２ 実施方針 

 
（１）計画準備 

 

事業に関する資料（事業概要、事業費、事業期間等）及び整備効果に係る資料を整理し

た。 

 

表 景観まちづくり刷新支援事業の概要 

項目 内容 

目的 観光立国の実現のためには、地域固有の優れた景観や歴史的な建造物

等の景観資源を保全・活用するとともに、人々が快適に移動することが

できるような空間・環境づくりを推進することが重要である。そのため、

我が国に存在する良好な景観資源の保全・活用による都市の魅力向上、

地域活性化を図るため、目に見える形での景観形成を促進する景観まち

づくり刷新モデル地区を 10 地区指定し、集中整備により 3 年間でまち

の景観を刷新する。 

事業主体 地方公共団体又は地方公共団体を構成員に含む協議会 

事業メニュー (1)景観資源の保全・活用に関する事業 

外観修景、歴史的建造物等の保存、城址公園の整備、 

ガードレール・路面等の美装化、街路樹の整備 等 

(2)景観まちづくりに必要なインフラの整備 

散歩道、広場、駐車場、交通結節点、視点場（展望台）の整備 等 

補助率 予算の範囲内で各事業の 1／2 以内 

事業期間 原則として 3 年間 

 

表 田辺市の景観まちづくり刷新支援事業の概要 

項目 内容 

事業 ①街なかポケットパーク整備事業  

②鬪雞神社参道及び宮路通り他の舗装美装化事業  

③「大福院」の保存修理事業  

④田辺駅前商店街外観修景整備事業  

⑤JR 紀伊田辺駅舎改修外観修景整備事業 

⑥市街地活性化施設整備事業  

事業期間 平成 30 年～令和 2 年 
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（２）事業採択時の費用対効果分析からの時点変化の確認 

 

事業採択時の費用対効果分析に際し、アンケート（地域住民、観光客等）を実施し、費

用の算定に用いた指標及び便益の算定に用いた指標について事後評価時点との変化を確

認した。 

今回の費用対効果分析の手法は、平成 30年度 景観刷新委託第１号費用便益分析調査

業務と同様の便益計測手法として、地域住民、観光客等ともに CVMとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 費用便益費の算出 
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（2-1）地域住民アンケート 

①調査対象 

景観まちづくり刷新支援事業費用便益分析マニュアル（平成 30 年、国土交通省）

において、アンケート調査の実施範囲は下記の内容に従って設定することとされて

いる。 

モデル地区の特性に応じて、事業の効果が及ぶ範囲を予想した上で、その範

囲を含むようにアンケート調査を実施する。地域の住民に関しては、事業の効

果が及ぶ範囲に居住する人を対象に調査を実施する。例えば、モデル地区が当

該市町村の代表的な景観を有する場合は、当該市町村全域の住民を調査対象と

することが考えられる。 

 

上記を踏まえ、「景観まちづくり刷新モデル地区」に指定された鬪雞神社周辺や JR

紀伊田辺駅前地区を含む中心市街地は、田辺市のなかでも代表的な景観を有するも

のと考えられるため、調査対象は、田辺市全域の住民とした。 

なお、調査対象世帯は、田辺市全域の 34,741世帯から無作為に抽出した。 

 

表 田辺市の人口・世帯数 

地域 人口 世帯数 

旧田辺市 57,261 29,471 

旧龍神村 2,482 1,380 

旧中辺路町 2,199 1,333 

旧大塔村 2,149 1,203 

旧本宮町 2,230 1,354 

合計 66,321 34,741 

資料：住民基本台帳（令和 7 年 10 月末時点） 

 

②調査方法 

地域住民アンケート調査は、アンケート調査票の郵送配布・回収による方法で実

施した。 

 

③調査規模 

調査規模は、調査配布世帯数 4,000世帯、想定回収率 30％程度、回収数（見込み）

1,200票程度とした。 

 

④実施期間 

調査票発送は、令和 7年 10月 31日であるため、実施期間は令和 7年 11月 4日～

11月 28日（回収最終：12月 5日）とした。 

 

⑤調査票の作成 

「仮想的市場評価法（CVM）適用の指針」（平成 21 年、国土交通省）及び「景観ま

ちづくり刷新支援事業費用便益分析マニュアル」（平成 30 年、国土交通省）を踏ま

え、調査票を作成した。 

また、支払い意志額の回答方式は、「支払いカード方式」と「二項選択方式」の調

査票案を作成した上で、自由度が高く回答しやすい「支払いカード方式」を採用し

た。 

調査票は、アンケート調査の実施に向けて、CVM（仮想的市場評価法）や支払い意

志額について説明文や注釈を記載し、わかりやすくなるように次のように配慮した。
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図 地域住民アンケート 
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図 地域住民アンケート 
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⑥調査票の配布 

アンケート調査票と返信用封筒（下図右側）を発送用封筒（下図左側）に封入し、

郵送した。 

返信用封筒には、委託先の連絡先を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域住民アンケート封筒 

 

⑦回収数・有効回答数の整理 

令和 7年 12月 5日（金）までに回収した調査票は、1,146通であったが 3通は白

紙回答であったため、有効回答 1,143通（回収率 28.6％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域住民アンケート 回収数 
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⑧年間便益額の結果 

地域住民アンケート調査報告書は別添資料１に整理している。 

本事業に対して、負担金を支払うことに賛成した割合は、全体で 60.7％、反対し

た割合は、39.3％となった。 

賛成と回答した人の中でも、500 円/月が 175 件 15.3％、1,000 円/月が 139 件

12.2％、100円/月が 133件 11.6％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域住民の支払い意志額 

 

支払いカード方式の回答データは、マルチバウンド方式の回答に変換することか

ら、下表のとおり集計を行った。なお、賛成数はマニュアルに基づき、頻度の累積

数として変換している。また、支払意志額の集計に当たっては、抵抗回答を除外す

ることから、提示金額 0 円（支払うことに対する抵抗）は、次ページの平均値の算

定から除外している。 

表 マルチバウンド方式への変換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成：60.7％ 

反対：39.3％ 

マルチバウンド方式の集計

提示金額
頻度

（回答数）
提示金額 賛成数 賛成率 反対数 反対率

0円 1029 0円 3552 100.0% 0 0.0%
100円 692 100円 2523 71.0% 1029 29.0%
200円 560 200円 1831 51.5% 1721 48.5%
300円 491 300円 1271 35.8% 2281 64.2%
500円 403 500円 780 22.0% 2772 78.0%

1000円 229 1000円 377 10.6% 3175 89.4%
2000円 90 2000円 148 4.2% 3404 95.8%
3000円 44 3000円 58 1.6% 3494 98.4%
5000円 14 5000円 14 0.4% 3538 99.6%

10000円 0 10000円 0 0.0% 3552 100.0%
20000円 0 20000円 0 0.0% 3552 100.0%
30000円 0 30000円 0 0.0% 3552 100.0%
50000円 0 50000円 0 0.0% 3552 100.0%

有効回答数 3552 ※賛成数は頻度の累積数として計上
無回答 111

支払いカード方式の集計
　（問4の金額別回答数）
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図 支払い意志額別の賛成率、反対率 

 

横軸に提示金額、縦軸に賛成率をプロットし、「シングルバウンド ワイブル生存

分析」（「Excelでできる CVM Ver4.0」（栗山浩一氏））を使用して、ワイブル関数（最

尤推定法）により平均値を算定した。 

なお、平均値は、最大提示額で裾切りした値 448円を採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 支払い意志額の平均値の算出結果 
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地域住民の意識に与える効果（CVM）便益計測について、平成 30 年と令和 7 年の

計測結果は、以下の示す通りである。 

 

 

表 CVM年間便益計測結果比較 

項目 令和７年 平成 30 年 

評価手法 CVM CVM 

①支払い意志額（円/月・世帯） 448 円/月・世帯 83.4 円/月・世帯 

受益者 田辺市の全世帯 田辺市の全世帯 

②世帯数（世帯） 34741 世帯 35340 世帯 

年間便益（億円/年）①×②×12 ヶ月 1.87 億円 0.35 億円 

 

JR紀伊田辺駅舎改修外観修景整備事業や田辺駅前商店街外観修景整備事業、市街

地活性化施設整備事業等の景観まちづくり刷新支援事業において、観光客だけでな

く地域住民の交流も増加し、中心市街地にふさわしい個性的で活力あるまちづくり

の効果を実感していただけたことから、支払い意志額の上昇につながったと考える。 
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（2-2）観光客アンケート 

①調査対象 

景観まちづくり刷新支援事業費用便益分析マニュアル（平成 30 年、国土交通省）

において、アンケート調査の実施範囲は下記の内容に従って設定することとされて

いる。 

観光客に関しては、モデル地区を訪れた人を対象に調査を実施する。なお、

便益を計測する際には、モデル地区を訪れる地域の住民の人数またはそれと同

等とみなせる人数に関するデータが必要となる。 

 

上記を踏まえ、「景観まちづくり刷新モデル地区」に指定され観光の玄関口である

JR紀伊田辺駅前と田辺市観光センター前において観光客アンケートを実施し、調査

対象は、訪れた観光客等（市民も含む）とした。 

 

表 田辺市の観光入込客数 

地域 観光客数 日帰り客数 宿泊客数 

旧田辺市 874,462 677,413 197,049 

旧龍神村 385,876 346,449 39,427 

旧中辺路町 287,650 265,658 21,992 

旧大塔村 42,673 40,440 2,233 

旧本宮町 1,617,365 1,468,800 148,565 

合計 3,208,026 2,798,760 409,266 

資料：和歌山県 観光客動態調査（令和 6年度） 

 

②調査方法 

観光客アンケート調査は、調査員による聞き取りで実施した。調査員は日本語と

英語で対応した。 

なお、紀伊田辺駅からバスに乗り継ぐ観光客が多い時は、グループごとに説明し

た上で回答者に記入してもらう方式を採用して効率化を図った。 

 

また、アンケート回答者へのインセンティブとして、市から提供された梅酒・梅

ドリンク引換券を配布した。 
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③実施期間・調査場所 

実施期間は令和 7 年 11 月 7 日～11 月 9 日、11 月 15 日～16 日のうち、8：30～

18：30頃とした。調査場所は「田辺市観光センター前」を中心に JR紀伊田辺駅前を

含めて調査した。 

 

表 調査人数 

 

 11/7 11/8 11/9 11/15 11/16 

調査人数 4 人 4 人 5 人 3 人 3 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 調査場所位置図 
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④調査票の作成 

「仮想的市場評価法（CVM）適用の指針」（平成 21 年、国土交通省）及び「景観ま

ちづくり刷新支援事業費用便益分析マニュアル」（平成 30 年、国土交通省）を踏ま

え、調査票を作成した。 

調査項目は、回答者の属性、モデル地区の訪問頻度、モデル地区までの交通手段、

所要時間、所要費用、目的（日本人のみ）、母国（外国人のみ）、支払い意志額を確

認した。 

また、支払い意志額の回答方式は、「支払いカード方式」と「二項選択方式」の調

査票案を作成し、自由度が高く回答しやすい「支払いカード方式」を採用した。 

外国人への対応として、4か国語（英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語）に

翻訳したアンケートを用意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 観光客アンケート（日本語） 
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図 観光客アンケート（英語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 観光客アンケート（フランス語）  
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図 観光客アンケート（ドイツ語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 観光客アンケート（スペイン語） 
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図 景観まちづくり刷新支援事業説明資料（日本語）  
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図 景観まちづくり刷新支援事業説明資料（英語） 
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⑧年間便益額の結果 

観光客等アンケート調査報告書は別添資料２に整理している。 

本事業に対して、負担金を支払うことに賛成した割合は、全体で 78.0％、反対し

た割合は、22.0％となった。 

賛成と回答した人の中でも、2,000 円/回と 1,000 円/回がそれぞれ 26 件 23.9％、

500円/回が 12件 11.0％、5,000円/回が 9件 8.3％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 観光客等の支払い意志額 

 

支払いカード方式の回答データは、マルチバウンド方式の回答に変換することか

ら、下表のとおり集計を行った。なお、賛成数はマニュアルに基づき、頻度の累積

数として変換している。また、支払意志額の集計に当たっては、抵抗回答を除外す

ることから、提示金額 0 円（支払うことに対する抵抗）は、次ページの平均値の算

定から除外している。 

表 マルチバウンド方式への変換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成：78.0％ 

反対：22.0％ 

マルチバウンド方式の集計

提示金額
頻度

（回答数）
提示金額 賛成数 賛成率 反対数 反対率

0円 289 0円 1546 100.0% 0 0.0%
100円 248 100円 1257 81.3% 289 18.7%
200円 235 200円 1009 65.3% 537 34.7%
300円 223 300円 774 50.1% 772 49.9%
500円 208 500円 551 35.6% 995 64.4%

1000円 163 1000円 343 22.2% 1203 77.8%
2000円 92 2000円 180 11.6% 1366 88.4%
3000円 61 3000円 88 5.7% 1458 94.3%
5000円 27 5000円 27 1.7% 1519 98.3%

有効回答数 1546 ※賛成数は頻度の累積数として計上
無回答 0

支払いカード方式の集計
　　（金額別回答数）
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図 支払い意志額別の賛成率、反対率 

 

横軸に提示金額、縦軸に賛成率をプロットし、「シングルバウンド ワイブル生存

分析」（「Excelでできる CVM Ver4.0」（栗山浩一氏））を使用して、ワイブル関数（最

尤推定法）により平均値を算定した。 

なお、平均値は、最大提示額で裾切りした値 783円を採用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 支払い意志額の平均値の算出結果  

推定結果

変数 係数 ｔ値 ｐ値
Location 6.4063 317.227 0.000 ***

Scale 1.4360 59.574 0.000 ***
n 18552
対数尤度 -5712.935

推定WTP

（中央値） 358

（平均値） 770 裾切りなし
783 最大提示額で裾切り
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観光客等の意識に与える効果（CVM）便益計測について、平成 30 年と令和７年の

計測結果は、以下の示す通りである。 

 

 

表 CVM年間便益計測結果（平成 30年） 

項目 平成 30 年 

評価手法 CVM 

①支払い意志額（円/回・人） 284 円/回・人 

②田辺市の観光入込客数（人/年） 3,637,523 人/年 

③和歌山県内での利用交通機関（JR 在来線）（利用率） 8.6％ 

年間便益（億円/年）①×②×③ 0.89 億円 

 

表 CVM年間便益計測結果（令和７年） 

項目 令和７年 

評価手法 CVM 

①支払い意志額（円/回・人） 783 円/回・人 

②令和２～６年の旧田辺市の観光入込客数（人/年） 693,062 人/年 

③モデル地区内を訪れる割合 57.4％ 

年間便益（億円/年）①×②×③ 3.11 億円 

 

表 旧田辺市とモデル地区の観光客数（令和２～６年） 

内容 
旧田辺市の観光客動態数 

（県調べ） 

モデル地区関連施設等の 

来場者数 

令和２年度 508,778 268,715 

令和３年度 449,178 244,872 

令和４年度 736,105 422,801 

令和５年度 896,786 492,432 

令和６年度 874,462 558,710 

令和２～６年平均値 693,062 397,506 

割合 ― 57.4％ 

 

平成 30 年の計算については平成 26 年度の和歌山県観光統計調査実施業務報告書

の値を用いられて計算されており、その後報告書の最新版が公開されておらず、よ

り実態に即したモデル地区内の観光客の CVM 便益を計算するために、計算方法を上

記のように変更した。 

支払い意志額は、近年の円安や観光税に関する意識の高まり等から金額の上昇に

つながったことが想定される。 
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（2-3）費用便益分析の結果について 

平成 30年度～令和２年度までの景観まちづくり刷新支援事業（①～⑥）の事業費

と維持管理費用を下表のとおり整理した。 

なお、維持管理費は平成 30年度の報告書に記載のあった金額に建築デフレーター

を基にした上昇率（2019年→2025年の上昇率 1.2）を計上した。 

 

表 マルチバウンド方式への変換 

 

項目 内容 費用 維持管理費 

対
象
事
業 

①街なかポケットパーク整備事業 98,800,120 7,200,000 

②鬪雞神社参道及び宮路通り 

他の舗装美装化事業  
109,775,420   

③「大福院」の保存修理事業  67,152,800   

④田辺駅前商店街外観修景 

整備事業 
493,101,094   

⑤JR 紀伊田辺駅舎改修外観修景 

整備事業 
54,427,118   

⑥市街地活性化施設整備事業 300,365,557 19,200,000 

合計（①+②+③+④+⑤+⑥） 1,123,622,109 26,400,000 

 

費用（C）については、前述した事業費について、景観まちづくり刷新支援事業の

費用対効果分析マニュアル（案）（平成 15年２月/国土交通省住宅局）P.８に基づき、

事業の評価期間を 50年、評価期間内に発生する費用及び便益を社会的割引率 4.0％

で現在価値化した。また、事業期間は、市が予定している 50年間とした。 

便益（B）については、地域住民の意識に与える効果（CVM）+観光客の行動の変化

に与える効果（CVM）により便益（年額）を算出した。 

費用便益効果分析については、費用便益比（B／C）を算定し、マニュアル（案）

P.23の参考様式に基づき、次ページ表のように整理した。 

 

表 単年度便益の比較 

 

項目 
平成 30年 

年間便益額 

令和７年 

年間便益額 

地域住民の意識に与える効果（CVM） 0.35億円/年 1.86億円/年 

観光客の行動の変化に与える効果（CVM） 0.88億円/年 3.11億円/年 

合計 1.23億円/年 4.98億円/年 
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費用対効果分析において、事業完了後の総便益（B）は約 104 億円、総費用（C）

は約 17.8億円となり、費用便益比は 5.8となった。この結果、事業の投資効果が確

認された。 

表 50年間の費用便益分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

費用便益比 5.8
純現在価値 86.2 億円
経済的内部収益率 43%
社会的割引率 4%

単純合計 現在価値化 単純合計 現在価値化 単純合計 現在価値化
24900 10397.9 2467.4 1782.14 22432.6 8615.76

年次 供用後
単純便益 現在価値化 単純便益 現在価値化 単純便益 現在価値化

2018 120.8 125.632 -120.8 -125.63
2019 76.4 79.456 -76.4 -79.456
2020 1 498 478.1 996.2 1036.05 -498.2 -557.95
2021 2 498 459 26 25 472 434
2022 3 498 440.6 26 24 472 416.6
2023 4 498 423 26 23 472 400
2024 5 498 406.1 26 22.1 472 384
2025 6 498 389.9 26 21.2 472 368.7
2026 7 498 374.3 26 20.4 472 353.9
2027 8 498 359.3 26 19.6 472 339.7
2028 9 498 344.9 26 18.8 472 326.1
2029 10 498 331.1 26 18 472 313.1
2030 11 498 317.9 26 17.3 472 300.6
2031 12 498 305.2 26 16.6 472 288.6
2032 13 498 293 26 15.9 472 277.1
2033 14 498 281.3 26 15.3 472 266
2034 15 498 270 26 14.7 472 255.3
2035 16 498 259.2 26 14.1 472 245.1
2036 17 498 248.8 26 13.5 472 235.3
2037 18 498 238.8 26 13 472 225.8
2038 19 498 229.2 26 12.5 472 216.7
2039 20 498 220 26 12 472 208
2040 21 498 211.2 26 11.5 472 199.7
2041 22 498 202.8 26 11 472 191.8
2042 23 498 194.7 26 10.6 472 184.1
2043 24 498 186.9 26 10.2 472 176.7
2044 25 498 179.4 26 9.8 472 169.6
2045 26 498 172.2 26 9.4 472 162.8
2046 27 498 165.3 26 9 472 156.3
2047 28 498 158.7 26 8.6 472 150.1
2048 29 498 152.4 26 8.3 472 144.1
2049 30 498 146.3 26 8 472 138.3
2050 31 498 140.4 26 7.7 472 132.7
2051 32 498 134.8 26 7.4 472 127.4
2052 33 498 129.4 26 7.1 472 122.3
2053 34 498 124.2 26 6.8 472 117.4
2054 35 498 119.2 26 6.5 472 112.7
2055 36 498 114.4 26 6.2 472 108.2
2056 37 498 109.8 26 6 472 103.8
2057 38 498 105.4 26 5.8 472 99.6
2058 39 498 101.2 26 5.6 472 95.6
2059 40 498 97.2 26 5.4 472 91.8
2060 41 498 93.3 26 5.2 472 88.1
2061 42 498 89.6 26 5 472 84.6
2062 43 498 86 26 4.8 472 81.2
2063 44 498 82.6 26 4.6 472 78
2064 45 498 79.3 26 4.4 472 74.9
2065 46 498 76.1 26 4.2 472 71.9
2066 47 498 73.1 26 4 472 69.1
2067 48 498 70.2 26 3.8 472 66.4
2068 49 498 67.4 26 3.6 472 63.8
2069 50 498 64.7 26 3.5 472 61.2

便益B（百万円） 費用C（百万円） 純便益（B-C）（百万円）

便益B（百万円） 費用C（百万円） 純便益（B-C）（百万円）
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（３）事業の発現効果状況の確認 

 

５年間の集中的な景観整備により従前、従後で利活用の促進や空間の質的向上を伴う、

際だった景観の刷新性が生じたか確認した。また本事業により、「街の賑わいの創出」に

関する達成状況やその他の効果の発現状況についても確認した。確認の際には、本事業で

整備した個別の施設の利活用状況についてもあわせて確認した。 

 

（3-1）景観の刷新性 

事業評価項目である「景観の刷新性」については、事業の従前、従後において、景観の

変化が生じていたか確認した。 

景観の変化とは、外観の変化だけでなく、人々が歩きたくなる、住んでみたくなる等の

利活用が促進され、居住環境の豊かさを享受できるような空間の質的向上を伴うものも

含まれる。 

 

【評価結果のまとめ】 

・まちなかの景観や歴史的な景観の修景等により、景観の質とまちの魅力が向上し

た。 

・モデル地区内の周辺環境（まちの景観、周辺の自然・緑化、ゆとりのある空間）

の満足割合が増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.5%

2.8%

4.5%

3.1%

7.7%

3.4%

25.1%

6.2%

18.5%

9.6%

24.0%

10.0%

52.2%

37.6%

55.9%

45.3%

54.0%

44.9%

8.9%

38.4%

11.0%

27.6%

5.7%

26.9%

1.2%

7.6%

1.8%

6.4%

1.1%

7.4%

8.0%

8.3%

9.3%

8.9%

8.5%

8.3%

実施前：街の景観

実施後：街の景観

実施前：周辺の自然・緑化

実施後：周辺の自然・緑化

実施前：ゆとりのある空間

実施後：ゆとりのある空間

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不満 やや不満 どちらともいえない ほぼ満足 満足 無回答
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本事業では、街なかポケットパーク整備事業や神社参道等の舗装美装化事業、田辺駅前

商店街外観修景整備事業等の景観の向上に向けた６つの事業が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の内容に対する説明等

【整備概要】
●熊野古道や鬪鶏神社等の案内　●休憩施設（トイレ、待合室等）　●イベント拠点（ウォークイベント、ギャラリー等）
世界遺産である熊野古道や鬪雞神社等の案内をはじめ、市街地散策の見所を紹介し来訪者を街なかに滞留させる施設として整備し
ました。鬪雞神社の修景と調和を図り、周辺の景観性の向上を図りました。
【成果・周辺への波及効果】
観光案内所及び街歩きの拠点施設として活用され、様々な情報提供や休憩施設として多くの来訪者に利用されています。また、当
施設を拠点とした様々な事業（ウォークイベント、ミニギャラリー、街歩きキャンペーン等）も展開されてきており、賑わいを見せていま
す。
市民アンケート調査より、事業実施前後の不満割合は、25.4％→7.1％と改善し、満足の割合は10.1％→51.9％と過半数以上の方
が満足していました。

【整備概要】
●舗装の美装化（周遊ルート、まち歩きのモデルコース）
世界遺産の神社としてふさわしい参道となるよう舗装の美装化を実施し、併せて門前町となる宮路通りから南方熊楠顕彰館を結ぶ市
道についても周遊ルートとして美装化を図り、まち歩きのモデルコースとして街なかの観光スポットを案内しています。
【成果・周辺への波及効果】
①街なかポケットパーク整備事業と③「大福院」の保存修理事業と併せて、観光客や市民が訪れる鬪雞神社一帯の道路及び空間の
高質化を図り、多くの来訪者（令和６年度鬪雞神社：20万人）が訪れる場所となっています。
市民アンケート調査より、事業実施前後の不満割合は、20.5％→8.9％と改善し、満足の割合は16.9％→53.7％と過半数以上の方
が満足していました。

事業前 事業後

①街なかポケットパーク整備事業　

②鬪雞神社参道及び宮路通り他の舗装美装化事業　

事業前 事業後

評価の内容に対する説明等
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③「大福院」の保存修理事業　

事業前 事業後

評価の内容に対する説明等

【整備概要】
●大福院の修理・復元　●景観重要建造物に指定
世界遺産鬪雞神社の参道横に位置し、歴史的にも深い関わりを持つ「大福院」について、景観重要建造物に指定し、修理・復元を行
いました。
【成果・周辺への波及効果】
①街なかポケットパーク整備事業と②鬪雞神社参道及び宮路通り他の舗装美装化事業と併せて、観光客や市民が訪れる鬪雞神社
一帯の道路及び空間の高質化を図り、多くの来訪者（令和６年度鬪雞神社等：20万人）が訪れる場所となっています。
市民アンケート調査より、事業実施前後の不満割合は、15.3％→4.6％と改善し、満足の割合は9.5％→37.7％と改善しました。

④田辺駅前商店街外観修景整備事業　

事業前 事業後

評価の内容に対する説明等

【整備概要】
●外観の修景（夜間ライトアップ等）　●イベント開催による集客力の向上
田辺市駅前商店街地域を、世界遺産のまち「田辺市」の玄関口にふさわしい魅力ある通りとなるよう、景観の修景を図りました。 外
観の修景を行うことで、世界遺産「鬪雞神社」へ通ずる商店街にふさわしい、楽しく魅力的な商店街へとイメージを刷新するとともに、
イベントの開催を定期的に開催し、集客機能が向上しました。
【成果・周辺への波及効果】
事業期間中から現在までも、田辺駅前商店街ではゲストハウスやペットフードショップ、パン屋等が新規に開業されており、地域活性
化に寄与しました。また、観光客等がランチ・休憩等で飲食店等を利用する光景や夜間のライトアップにおいて写真撮影する光景等も
見受けられました。
市民アンケート調査より、事業実施前後の不満割合は、33.7％→9.8％と改善し、満足の割合は13.5％→55.6％と過半数以上の方
が満足していました。
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⑤JR紀伊田辺駅舎改修外観修景整備事業　

事業前 事業後

評価の内容に対する説明等

【整備概要】
●外観修景整備
西日本旅客鉄道株式会社が実施する駅舎建て替え工事に併せて、「現駅舎の風情を残した外観」かつ「熊野古道をイメージしたデザ
イン」となるよう外観修景整備を行いました。
【成果・周辺への波及効果】
熊野古道を訪れる観光客の交通結節点として、多くの人に利用されています。１日あたりの利用者数自体は減っていますが、構内の
待合室の田辺市の地域案内を見る人や隣接する商業施設を利用して飲食する人等、多くの利用者でにぎわいがあふれていました。
市民アンケート調査より、事業実施前後の不満割合は、27.8％→6.9％と改善し、満足の割合は18.1％→63.6％と過半数以上の方
が満足していました。

⑥市街地活性化施設整備事業　

事業前 事業後

評価の内容に対する説明等

【整備概要】
●外観修景整備
多くの来訪者が利用する田辺市の玄関口であるＪＲ紀伊田辺駅に、外国人観光客をはじめとする来訪者の休憩スペースや、今後創
業を目指している方々の交流拠点の場としてコワーキングスペース等の機能を設けました。また、まちづくり会社である南紀みらい㈱
の事務所を置くことで、中心市街地の空き家・空き店舗情報等の情報提供や経営指導員との連携を図り、地域の活性化に繋げまし
た。
【成果・周辺への波及効果】
熊野古道を訪れる観光客はもちろん、市民も利用する交流拠点として令和２年度から令和６年度まで毎年約５～９万人近い利用者が
訪れ、にぎわいを見せています。
市民アンケート調査より、事業実施前後の不満割合は、27.1％→8.7％と改善し、満足の割合は9.5％→49.1％と約半数の方が満足
していました。
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（3-2）地域の活性化 

事業評価項目である「地域の活性化」については、「観光入込客数の増加」、あるいは市

民活動やイベントの活性化等の「まちの賑わいの創出」に関する達成状況について確認し

た。 

  

【評価結果のまとめ】 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、一時的に観光客数が減少したが５類移行

後、観光客数は回復傾向にある。 

・モデル地区内や事業関連施設において、イベント開催の後押しもあり、関連施設・

周辺施設の延べ来場者数は事業実施前後で増加し、まちの賑わいが創出した。 

・平成 29 年以降の駅前商店街の空き店舗率等は、商店街全体の空き店舗率を下回

り、地域活性化の効果が見受けられた。 

 

表 田辺市観光入込客数とモデル地区関連施設等の来場者数 

項目 
平成 28年 

（事業開始前） 

令和６年 

（事業実施後） 

田辺市観光入込客数 3,650,588/人 3,208,026/人 

モデル地区関連施設等の来場者数 387,224/人 558,710/人 

空き店舗率の推移 23.7％ 17.3％ 

 

図 田辺市内観光入込客数の推移 図 モデル地区関連施設等の来場者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

図 商店街の空き店舗率の推移  写真 イベント開催時の様子 
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（４）事業実施による環境の変化の確認 

 

事業の実施による自然環境への影響の有無を確認した。また、商店街の衰退、渋滞、地

価等の周辺環境への影響の有無及び地域住民の意識の変化を確認した。 

 

（4-1）自然環境に対する影響 

事業評価項目である「自然環境に対する影響」については、事業の実施による自然環境

への影響の有無について確認した。 

 

【評価結果のまとめ】 

・駅周辺の植栽や花壇を整備することで、玄関口として良好な市街地景観の維持が

図られていた。 

・事業の従前、従後の大きな変化は見受けられなかった。 

 

図 緑の状況の変化 
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（4-2）生活・居住環境等への影響 

事業評価項目である「生活・居住環境等への影響」については、地価の推移、事業の実

施による周辺環境（道路の通行のしやすさ、まちのバリアフリー化）を確認した。 

 

【評価結果のまとめ】 

・JR紀伊田辺駅前の湊地区の地価は、平成 28年以降微減傾向事業実施前の地価減

少率の差が小さくなっていることから、土地需要の維持に寄与していることがう

かがえる。 

・商店街や駅舎のバリアフリー化により、市民の満足度が向上した。 

 

図 湊地区の地価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 周辺環境の満足度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.2%

4.2%

9.4%

3.0%

31.4%

13.6%

25.4%

9.8%

41.9%

35.0%

50.9%

46.3%

8.0%

31.9%

5.7%

27.1%

1.1%

8.3%

0.8%

6.4%

8.5%

8.0%

8.8%

8.3%

実施前：道路の通行のしやすさ

実施後：道路の通行のしやすさ

実施前：街のバリアフリー化

実施後：街のバリアフリー化

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不満 やや不満 どちらともいえない ほぼ満足 満足 無回答
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（５）社会経済情勢の変化の確認 

 

社会経済状況の変化や、関連計画、関連事業の状況の変化（関連事業の中止、計画変更、

事業の遅延等）、当該事業の必要性、住民のニーズ等に関する変化が事業に及ぼした影響

について確認した。また変化に対して措置を講じた場合は、その内容を示した。 

 

（5-1）社会経済状況の変化 

事業評価項目である「社会経済状況の変化」については、社会情勢や経済状況の変化等

が事業に及ぼした影響について確認した。 

 

【評価結果のまとめ】 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、本市への観光も令和２年度以降の観光動態

に大きな影響が及ぼされた。しかし、令和４年度以降は、観光入込客数や施設利

用者数等は、新型コロナウイルス感染拡大前の水準に戻るとともに、関連施設・

周辺施設利用者数等は、感染拡大前の水準を超えている。 

 

図 田辺市内観光入込客数の推移 図 モデル地区関連施設等の来場者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5-2）関連計画、関連事業の状況の変化 

事業評価項目である「関連計画、関連事業の状況の変化」については、事業の状況の変

化（関連事業の中止、関連計画の変更、関連事業の遅延等）が事業に及ぼした影響につい

て確認した。 

 

【評価結果のまとめ】 

・関連計画、関連事業は概ね計画通りに遂行されており、本事業に影響を及ぼした

状況は見受けられなかった。 
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（5-3）事業環境等の変化 

事業評価項目である「事業環境等の変化」については、本事業の必要性、住民のニーズ

等に関する変化が事業に及ぼした影響について確認した。 

 

【評価結果のまとめ】 

・地域住民アンケートから、景観まちづくり刷新支援事業への支払い意志額とその

理由において、街並みや商店街、景観の維持を支持する割合が 46％とニーズが

あることがうかがえる。 

・観光客等アンケートから、再訪の意欲を示す割合が増加（50％→77％）した。 

 

図 事業実施前の訪問回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業実施後の訪問回数 
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34.0%
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15.4%30件
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1件
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1回 2回 3回 4回

5回 6回 7回 8回

9回 10回以上 無回答

再訪の意志あり：

50.6％ 再訪の意欲無し：

49.4％ 

再訪の意志 

あり：77.0％ 

再訪の意欲 

無し：23.0％ 
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（６）今後の事後評価の必要性の有無の整理 

 

今後の事後評価の必要性について説明し、今後事後評価が必要となる場合は、その時期

及び方法を示した。 

 

【評価結果のまとめ】 

・費用対効果が 5.8と１を上回る結果から、事業の投資効果が十分であることが認

められる。 

・地域住民・観光客等アンケートから、事業に対する賛同や満足と回答した割合が

上昇していることから、一定の事業効果が得られたと判断できる。 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、観光客が一時的に減少したが、令和３年度

以降、観光需要が回復傾向にあることから、事後評価の必要性はないと考える。 

・まちなかの活性化と景観まちづくりの推進に向けて、事後評価アンケート（市民・

観光客等）の満足割合については、モニタリング等を実施し、事業のフォローア

ップや事業改善の必要性について検討していく。 

 

今回実施した事後評価では、費用対効果分析による投資効果が確認され、地域住民・観

光客等アンケート調査からも回答者の約５割程度が事業への賛同（近代的なまちなみの

維持や歴史とにぎわいが調和した商店街の維持、歴史と文化が調和した落ち着いた景観

の維持）を示しており、周辺環境への満足度の割合上昇も含めて良い影響が波及しており、

一定の事業効果が得られたと判断できる。 

また、一時的に減少していた観光客数もコロナ以前の水準に回復傾向にあることから、

改めての事後評価の必要性はないと考える。引き続き、モデル地区内の関連施設等の来場

者数等のモニタリングを行うとともに、事業のフォローアップの必要性を検討していく。 
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（７）改善措置の必要性の有無の整理 

 

改善措置の必要性について明確に説明し、改善措置が必要な場合、その内容を示した。

また、これまで既に実施した改善策がある場合は、その内容と効果について示した。 

 

【評価結果のまとめ】 

・地域住民及び観光客等から多くの賛同を得ており、本事業に対する景観の課題は

特に生じていないことから、改善措置は不要と考えられる。 

・しかし、地域住民アンケートの自由意見や観光客等アンケートの実施時における

ヒアリングにおいて、商店街や地域活性化に多くの意見が寄せられていることか

ら、今後も地域の活性化に向けた取り組みを継続していくことが重要であると考

える。 

 

自由意見の抜粋 

歴史的な背景、情報発信が必要だと思う。聖地巡り等のコンテンツが充実している。

通りや施設等の命名権の売買等のおもしろさがあると良い。 

議員さんに頑張ってほしい。 

国道沿いにバス停がほしい。 

交通利便性の維持が優先だと思う。 

モデル地区以外の地域の活性化にも力を入れてほしい。 

商店街の活気が全盛期と比較するとまだまだ店舗数・にぎわいが不足している。 

道路整備（白線、無電柱化、道路拡幅）を進めてほしい。 

南海トラフ等の災害に備えた対策が必要だと思う。 

住民が利用できる店舗が少ない、買い物難民への支援がほしい。 

ユニバーサルデザイン（バリアフリー含む）のまちづくりを進めてほしい。 

寄付（クラウドファンディング）を募ってはどうか。 

歴史的なまちなみの保全が必要だと思う。 

人口減少・過疎化対策が必要だと思う。 

看板等の多言語化が必要だと思う。 

タクシーでの買い物が多く、交通の利便性が悪い。 

自然環境や自然景観（眺望）を大切にしてほしい。 

商店街の活性化を頑張ってほしい。 

人口減少の中でのまちづくりについても考えてほしい。 
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（８）同種事業等に参考となるべき事項の有無の整理 

 

他地区の事業計画等に反映できる事項がある場合は、その内容を示した。また、評価手

法について見直すべき点（評価項目・内容の追加や削除等）がある場合はその内容を示し

た。 

 

【評価結果のまとめ】 

・同種事業の計画・調査の在り方について他地区の事業計画に反映する事項、事業

手法の見直しを必要とする事項は特にない。 

 

（９）関係機関協議支援 

 

事後評価を行う上で、外部団体との協議用資料を作成した。 

 

別添資料３ 田辺市景観まちづくり刷新支援事業 評価委員会（田辺市景観審議会） 

 

表 評価委員会の概要 

項目 内容 

委員会名 田辺市景観まちづくり刷新支援事業 評価委員会 

開催日時 令和 8年 2月 10日（火） 

開催場所 田辺市役所 

主な意見 

○費用便益比とは何か、わかりやすく説明してほしい。 

●景観まちづくり刷新支援事業について CVM（仮想的市場評

価法）によって、金額化を行ったうえで事業に関する総便

益とし、景観まちづくり刷新支援事業の総費用と比較して

投資効果があったかを確認しました。 

６つの事業に対して、一か月いくらまでなら支払えるか市

民にアンケートを行い、その金額を 50年間積み上げて総費

用と比較したところ、5.8という結果となりました。 

○６つの事業又は１つの事業に対して、いくら支払えるのか質

問したのか。また、金額の設問はどのように設定したのか。 

●支払金額は、100円、200円、300円、500円、1000円、

2000円、3000円、5000円、支払わないの９つの選択肢の

中で、６つの事業に対して支払い意志額を質問しました。 

○費用便益算出の基準は何に基づいているのか。 

●平成 30年度に国が公表した「景観まちづくり刷新支援事業

費用便益分析マニュアル」に基づき算出しました。 

○人口減少が想定されるが、50年後も約 35000世帯で計算され

るのか。 

●マニュアルの中で、人口・世帯数等の変動可能性について

感度分析の実施の中で-10％での変動計算を行うものとして

います。 

○市民アンケート 4000世帯の抽出方法はどのようなものか。ま

た、観光客アンケート調査の外国人と日本人の内訳は？ 
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●各地区の現世帯比率を基に抽出しており、そのため旧田辺

市が比較的多くなっています。観光客等アンケートの回答

者ですが、外国の方が 110人、日本の方が 290人の合計

400人となっています。 

○景観まちづくり刷新支援事業で整備された施設について、今

後維持していくうえで、懸念事項はあるか？  

●整備後からあまり時間が経過していないため、目立った課

題等は見受けられません。今後は、50年間有効的に活用す

るために、内装等の改修や維持管理が必要であると推察し

ています。 

○整備した施設に指定管理等で人員の配置はあるのか。 

●市が管理する鬪雞神社前のポケットパークには、ボランテ

ィアガイドを配置している。 

○アンケート結果等において、過半数近い割合で満足と回答さ

れている方が多いが、今後の事後評価のモニタリングを続け

るためにも目標等の設定は行わないのか。 

●事後評価カルテにおいて、今後のモニタリングの必要性を

記載し、目標値の設定についても検討する。 
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表 景観カルテの作成 
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評価の視点 評価の項目 評価の内容

費用対効果の算定基礎
となった要因の変化

費用対効果の算定基礎となった
要因の変化

その他

対応方針 ・特になし。

対応方針理由 ―

＜第三者委員会の意見・反映内容など＞
・データ分析において、50年後の人口減少も考慮すべき。
・市域の広い田辺市において、市民ニーズには居住地からの距離が大きく影響するため、地域別の分析が望ましい。
・ハード整備で完了ではなく、ソフト事業を継続させていくこと、ボランティアガイド配置など、人材確保・運営体制の検証が必要。
・市民・来訪者満足度の維持・工場のため、今後の関連事業においても、目標設定等の方向性の決定、継続的なモニタリングと検証が必要である。

B-C 32.0 EIRR（％） 43

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
駅前空間については、JR紀伊田辺駅駅舎の老朽化が懸念されており、熊野古道へアクセスする交通結節点となっていることから、現駅舎の風情を残しつつ熊野古
道と調和したデザインでの景観整備が求められる。また、観光客等が公共交通の乗り換えの待機時間において、街なかを回遊出来るルートや商店街の夜間景観の
魅力向上が地域活性化や地域の滞留時間増加に向けた整備として求められる。
鬪雞神社については、平成２９年に国の重要文化財の指定を受け、熊野三山の伝統形式を伝える建造物として文化財的価値が高いもので、これらの資源を活かし、
景観の魅力向上を図ることが課題となっている。JR紀伊田辺駅を視点として、景観まちづくり刷新モデル地区の回遊性を高めるため、舗装の美装化や美しい景観の
連続性が求められます。
＜達成すべき目標＞
・駅前の交通結節点を始点とし、商店街をはじめとするまちなかの回遊を促進する景観整備を実施し、にぎわいの創出と観光資源の魅力向上を図る。
・鬪雞神社等の世界遺産や文化財等の観光地周辺の修景整備により、観光地のさらなる魅力向上とまちなかの回遊性の向上を図る。
＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：地域の衰退に陥らないため、個性あふれる歴史的・文化的景観の魅力を活かし、市民に愛されるまちづくり
・施策目標：自然的・文化的景観の保全と観光資源としての活用など田辺市独自の景観を活用した景観まちづくり

事業期間 事業採択 平成29年度 事業完了 令和2年度

総事業費（億円） 16.5採択時 完了時 11.2

該当基準 事業完了後、一定期間が経過した事業（5年以内）

主な事業の諸元 駅前空間の景観刷新（駅舎外観修景、観光案内所整備、建造物の外観修景）、鬪雞神社周辺の景観整備（舗装の美装化、公園整備）　等

景観まちづくり刷新支援事業　事後評価カルテ

事業名
（箇所名）

田辺市景観まちづくり刷新モデル地区
担当課 都市計画課 事業

主体
田辺市

担当課長名 土井　稔之

実施箇所 田辺市景観まちづくり刷新モデル地区

事業の効果の発現状況

景観の刷新性

地域の活性化

その他の効果

・関連計画、関連事業については概ね計画通りに遂行されており、関連事業の状況の変化が及ぼした影響は無いと考える。

・駅周辺の植栽や花壇を整備することで、玄関口として良好な市街地景観の維持が図られていた。
・事業の従前従後における緑の状況の変化は見受けられず自然環境への影響は無かった。

・地価への影響について、田辺市における駅前商業地の湊地区の地価は微減傾向にあり、事業実施前の地価減少率の差が小さくなってい
ることから、土地需要の維持に寄与していることがうかがえる。
・アンケート調査結果等により、道路の通行のしやすさやまちのバリアフリー化を評価する市民が１割から４割に増加し、事業が好意的に受
け止められていると判断できる。

自然環境に対する影響

生活・居住環境等への
影響

社会経済情勢等の変化

社会経済状況の変化

関連計画、関連事業の
状況の変化

事業環境等の変化

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和２年度以降の観光動態に大きな影響が及ぼされた。しかし、令和４年度以降は観光入込客数
が感染拡大前の水準に戻るとともに、関連施設・周辺施設利用者数等は、感染拡大前の水準を超えている。

・市民アンケートや観光客等ヒアリング調査から、事業に反対する意見はほとんどいないことが確認され、事業採択時から変化することなく、
事業の必要性はあるものと判断される。

同種事業の計画・調査のあり方
や評価手法の見直しの必要性

同種事業の計画・調査
のあり方や評価手法の

見直しの必要性
・同種事業の計画・調査の在り方について、見直しを必要とする事項はなく、事業評価手法の見直しの必要性はないと考える。

C:総費用(億円) 19.58

今後の事後評価の必要性

改善措置の必要性

今後の事業評価の必要
性

・費用対効果が5.8と１を上回る結果から、事業の投資効果が十分であることが認められる。
・地域住民・観光客等アンケートから、事業に対する賛同や満足と回答した割合が上昇していることから、一定の事業効果が得られたと判
断できる。
・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、観光客が一時的に減少したが、令和３年度以降、観光需要が回復傾向にあることから、事後評価の
必要性はないと考える。
・まちなかの活性化と景観まちづくりの推進に向けて、事後評価アンケート（市民・観光客等）の満足割合については、モニタリング等を実施
し、事業のフォローアップや事業改善の必要性について検討していく。

改善措置の必要性 ・本事業は、多くの来訪者及び市民から賛同を得ている状況や、新たな課題も生じていないことから、改善措置は不要であると考える。

事業実施による環境の変化

費用対効果分析の結果、事業採択時の費用便益費を上回る結果が得られ、事業の効果が認められた。
・住民の意識に与える効果（CVM)：1.86億円/年（事業完了時）　0.35億円/年（事業進行時）
・観光客の行動に与える効果（CVM）：3.11億円/年（事業完了時）　0.88億円（事業進行時）
・総便益：103.9億円（事業完了時）　25.7億円（事業進行時）
・総費用：17.8億円（事業完了時）　16.5億円（事業進行時）
・費用対効果：5.8（事業完了時）1.6（事業進行時）

・事業の実施により、歴史的な景観の修景が図られたとともに、まちなかの景観の刷新が実施され、街なかの回遊性を高め滞在したくなる
景観が形成された。

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一時的に観光需要が減少したものの、感染症の５類移行後、田辺市を訪れる観光客数は回復傾向
にある。
・モデル地区内や事業関連施設でのイベント開催の後押しもあり、関連施設・周辺施設の延べ来場者数は事業実施前後で増加し、まちの
にぎわいが創出された。
・事業開始となった平成29年以降の駅前商店街の空き店舗率は、商店街全体の空き店舗率を下回り、地域活性化の効果が見受けられ
た。

・市街地活性化施設（tanabe en+)は地元産品を取り揃え、地域の魅力を観光客に対して発信するアンテナショップとしての機能を持ち、地
場産業活性化に寄与している。
・熊野古道へ訪れる観光客や訪日外国人等が終結する交通結節点として、待機時間の間に商店街等への周遊や観光が見受けられた。

事業全体の投資効率性

感度分析
（費用+10％、便益-10％）

B:総便益(億円) 93.57 全体B/C 4.8 B-C 74.0 EIRR（％）

B:総便益(億円) 103.97 C:総費用(億円) 17.8 全体B/C 5.8
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（10）成果取りまとめ 

 

業務の目的を踏まえ、各段階で整理・検討された内容を基に、成果をとりまとめた報告

書を作成した。また、収集・効果算出等に必要なデータは、電子データに格納した。 

 


